
２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

(1) 適切な指導の実施

ア 校長及び部活動の指導者は，部活動の実施に当たっては，文部科学省が平
成25年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り，生徒
の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活
への配慮等を含む），事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動
における安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。県教委及
び市町村教委は，学校におけるこれらの取組が徹底されるよう，学校保健安
全法等も踏まえ，適宜，支援及び指導・是正を行う。

イ 部活動の指導者は，スポーツ医・科学の見地や生徒のバランスの取れた健
全な成長の確保の観点から，トレーニング効果を得るために休養を適切に取
ることが必要であること，また，過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスク
を高め，必ずしも体力・ 運動能力の向上につながらないことや，生徒の心
身に負担を与え，部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等を正
しく理解する。

ウ 部活動の指導者は，生徒の体力及び芸術文化等の能力を向上させながら，
生涯を通じてスポーツや芸術文化等の活動に親しむ基礎を培い，生徒とコミ
ュニケーションを十分に図り，生徒がバーンアウト することなく，それぞ(5)

れの目標を達成できるよう指導する。
その際，競技種目・分野の特性等を踏まえた科学的（合理的でかつ効率

的・効果的）なトレーニングの積極的な導入等により，休養を適切に取り
つつ，短時間で効果が得られる指導を行う。
また，目先の勝敗や技能向上，行き過ぎた勝利至上主義にとらわれること

なく，体力や技能の程度，性別や障害の有無等にかかわらず，スポーツや芸
術文化等の多様な楽しみ方ができるよう配慮をする。

エ 部活動の指導者は，専門的知見を有する保健体育担当の教員や養護教諭等
と連携・協力し，発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関
する正しい知識を得た上で指導を行う。また，生徒自身が自分の体調等に応
じた活動について部活動の指導者と意見の交換ができる雰囲気づくりを行う。

オ 部活動の指導者は，生徒主体のキャプテン（等）会議や各部活動ごと
のミーティングを定期的に設けるなど，生徒の主体性を尊重し，生徒ととも
に学び合う関係性を構築し，生徒の健全な成長を目指した指導を行う。

(2) 部活動用指導手引等の普及・活用

部活動の指導者は，中央競技団体や部活動に関わる各分野の関係団体等が作
成する部活動における合理的でかつ効率的・効果的な活動のための指導手引を
活用して，２(1)に基づく適切な指導を行う。


